
生産性向上支援融資
生産性向上のための資金調達を支援します

神奈川県産業労働局金融課

県が信用保証料を1/2補助します
0.34%県補助後0.68%県補助前

先端設備等を導入する

新たに機械装置等を導入し、
品質管理の自動化や工程の短縮を図る

ご利用の例

経営力の向上を図る

海外輸出販売用のウェブサイトを構築し、
営業活動の強化を図る

ご利用の例

令和７年度　神奈川県中小企業制度融資のご案内



融資のお申込みは以下の取扱金融機関へ

みずほ／三菱ＵＦＪ／三井住友／りそな／群馬／きらぼし／横浜／第四北越／山梨中央／
北陸／静岡／スルガ／阿波／ＳＢＪ／東日本／東京スター／神奈川／大光／静岡中央

横浜／かながわ／湘南／川崎／平塚／さがみ／中栄／中南／さわやか／芝／西武／城南／
世田谷／多摩／山梨

銀行

信用金庫

ハナ／神奈川県医師／神奈川県歯科医師／横浜幸銀／横浜華銀／小田原第一／相愛信用組合

商工組合中央金庫政府系金融機関

○融資の詳細はこちらのホームページをご覧ください。

神奈川県中小企業制度融資「生産性向上支援融資」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/p1064137.html

神奈川　生産性　融資 検索

神奈川県産業労働局金融課（金融相談窓口）☎045-210-5695［９～17時（土日祝除く）］お問合せ

お申込みまでの流れ

資金使途（融資期間）
運転資金（10年以内）
設備資金（15年以内）
※据置期間１年以内（省エネ効果が見込まれる設備を導入する場合は２年以内）

融資限度額 8,000万円

融資利率（固定） 年2.0％以内
※省エネ効果が見込まれる設備を導入する場合は年1.8％以内

0.34％　※県による補助後信用保証料率

国の認定

市町村の認定

県制度融資
取扱金融機関に

融資を
お申込み先端設備等導入計画の策定

経営力向上計画の策定

認定経営革新等支援機関（※）から計画の事前確認を受ける必要があります

認定経営革新等支援機関（※）から計画の策定支援を受けられます

（※）神奈川産業振興センター、金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、士業等の専門家など国の認定を受けた支援機関


